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　　　し尿計画収集（くみ取り）の申込みについて 
 

　このことについて、令和７年度のし尿計画収集（くみ取り）を別紙「し尿収集計画表」

のとおり実施いたします。 
　つきましては、下記の事項に注意していただき、別紙収集申込書に記入して各自治会等

内で取りまとめいただき、下記期日までに役場町民生活課町民生活係へ提出くださいます

ようお願いいたします。 
　 
　また、必要な方は申込書に記入して、し尿収集計画表家庭用控もご利用ください。 
 

記 
 
１　申込書提出期限　　　令和８年(202６年)３月１９日（木曜日）期日厳守 
 
２　計画収集は、原則、年３回以内とします。 
特殊な事情（便槽が小さい・家族数が多い等）で回数が不足する場合は、１月～３月の

調整月に別途申込みとなりますので、希望される方は、その都度、収集業者又は役場町民

生活課町民生活係まで申込み願います。 
　　なお、冬期間はくみ取り口の除雪を各戸で行ってください。 
 
３　計画収集は自治会等ごとに収集月を決めて、申込みされた方の便槽より事業者が順次

収集します。在宅・不在を問わず収集いたしますので、ご了承願います。また、羊蹄衛

生センターの受入制限などで収集が一時的に遅れることもありますので、ご了承願いま

す。 
 
４　申込みがない場合、収集（くみ取り）はできませんので、記載漏れのないよう十分確

認をお願いします。また、し尿収集計画表（家庭用控）は、前年度の実績をもとに申込

見込み戸数分を配布いたしますのでご利用ください。（用紙が不足する場合は役場町民生

活課町民生活係までご連絡ください。） 
（裏面へつづく） 
 



５　集会所や会館などの施設についても記載してください。（備考欄に、請求書送付先を忘

れずに記載してください。） 
　　　　　　

６　収集（くみ取り）料金については、現金払でお願いします。 
　　不在の時は、請求書をポスト等に入れておきますので、１０日以内に事業者へ直接お

支払いくださるようお願いいたします。 
　　なお、料金の滞納があるとくみ取りができない場合がありますので、ご注意願います。 
 
７　浄化槽を設置して維持管理契約をしている方、旅館・飲食業及び従業員のいる事業所

等は、有限会社 塚越産業（電話４４－２６３０）に直接申込みしてください。 
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